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の

宝

で

あ

る

か

ら

、

永

く

後

世

に

伝

え

る

た

め

に

そ

の

保

存

を

図

る

必

要

が

あ

る

が

、

同

時

に

、

国

民

の

文

化

的

資

質

の

向

上

に

資

す

る

た

め

広

く

活

用

さ

れ

な

け

れ
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な

ら

な
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そ

の

意

味

か

ら

、

「

活

用

」

は

「

保

存

」

と

並

ぶ

文

化

財

保

護

上

の

大

き

な

柱

と

し

て

、

従

来

か

ら

そ

の

適

切
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進

展

を

図

る

た

め

の

種

々

の

方
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と

ら

れ

て

き

た

と
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ろ
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公

開

の

方

法

に

は

所

有

者

が

行

う
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開

、

国

自

身

の

行

う

公

開

の

ほ

か

、

文

化

財

保

護

法

第

五

十

三

条

に

は

、

所

有

者

、

管

理

団

体

以

外

の

者

が

行

う

公

開

を

規

定

し

て

い

る

が

、

そ

の

際

国

宝

f

重

要

文

化

財

を

公

開

し

よ

う

と

す

る

に

は

、

苫

化

庁

長

官

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

れ

て

い

る

。

一

方

、

こ

の

よ

う

な

公

開

を

行

う

場

と

し

て

利

用

さ

れ

て

き

た

デ

パ

ー

ト

等

臨

時

施

設

に

お

け

る

国

宝

・

重

要

文

化

財

の

公

開

は

、

諸

外

国

に

お

い

て

は

余

り

例

を

見

な

い

我

が

国

独

特

の

方

法

で

、
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に

戦

後
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盛
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に

な

っ

た

も
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で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

こ
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種

の

ー
ト
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時
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開
施
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け
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文
化
財
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開
に
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会
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、
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文
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財

に
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る

機

会

の

少
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い

人

々

に

広

く

そ

の

場

を

与

え
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文

化

財

の

理

解

と

保

護

思

想

の

普

及

に

果

た

し

た

役

割

は

決

し

て

小

さ

く

な

い

と

思

わ

れ

る

が

、

一

方

デ

パ

ー

ト

は

本

来

美

術

品

等

を

展

示

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

所

で

は

な

い

た

め

、

施

設

面

、

管

理

面

そ

の

他

あ

ら

ゆ

る

点

で

完

全

と

は

言

い

難

い

う

ら

み

が

あ

っ

た

。

こ

の

た

め

、

文

化

庁

と

し

て

は

こ

の

種

の

許

可

に

当

た

っ

て

、

従

来

か

ら

、

展

示

施

設

、

防

災

施

設
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温
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度
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入
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て

細

い

指

導

を

行

っ

て

き

た

が

、

こ

れ

と

て

も

完

全

な

策

と

は

な

り

得

な

い

た

め

憂

慮

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

昨

年

十

一

月

熊

本

に

お

い

て

発

生

し

た

デ

パ

ー

ト

火

災

は

、

い

っ

た

ん

出

火

し

た

場

合

の

危

険

性

を

今

更

の

よ

う

に

認

識

さ

せ

、

消

防

関

係

そ

の

他

か

ら

も

防

災

上

の

不

備

が

改

め

て

指

摘

さ

れ

る

に

至

っ

た

も

の

で

あ

る

。
こ

の

よ

う

な

状

況

に

か

ん

が

み

、

文

化

庁

と

し

て

は

文

化

財

の

よ

り

万

全

な

保

護

を

期

こ

の

よ

う

な

措

置

に

よ

っ

て

、

文

化

財

の

公

開

が

制

限

さ

れ

、

国

民

一

般

の

文

化

財

に

接

す

る

機

会

が

必

要

以

上

に

奪

わ

れ

る

結

果

と

な

る

こ

と

は

、

文

化

財

の

活

用

の

面

か

ら

も

片

手

落

ち

の

そ

し

り

を

受

け

か

ね

な

い

も
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で

あ

り

f

今

後

は
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物

館
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術

館
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設
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設
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積

極
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法

を
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進

す

る

と
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も

に

、

こ

れ

ら

の

施

設

の
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実

、

指

定
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化

財

取

扱

担

当
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育

成

等

、
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｀
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が
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り

広
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わ

れ

る

よ
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種

々

の

施

策

を

実

行

し

て

い

く

予

定

で

あ

る

。

ま

た

、

デ

パ

ー

ト

等

に

お

い

て

も

、

文

化

財

の

完

全

な

保

護

の

た

め

、

必

要

な

防

火

“

消

火

上

の

施

設

。

設

備

、

展

示

上

の

施

設

。

設

備

、

管

理

体

制

等

一

定

の

厳

重

な

条

件

が

完

備

し

た

場

合

に

は

公

開

を

許

可

す

る

こ

と

も

有

り

得

る

の

で

こ

の

条

件

の

内

容

に

つ

い

て

も

今

後

早

急

に

検

討

す

る

予

定

で

あ

る

。

な

お

、

参

考

ま

で

に

過

去

五

か

年

間

の

公

開

許

可

件

数

は

、

次

表

の

と

お

り

で

あ

る

。

す

る

と

と

も

に

、

適

正

な

公

開

の

場

を

与

え

る

よ

う

指

導

す

る

た

め

、

昭

和

四

十

九

年

ニ

月

一

日

以

降

は

デ

パ

ー

ト

等

臨

時

施

設

に

お

け

る

国

宝

・

重

要

文

化

財

の

公

開

を

許

可

し

な

い

こ

と

と

し

、

去

る

一

月

十

四

日

付

け

で

各

都

道

府

県

教

育

委

貝

会

そ

の

他

主

な

新

聞

社

、

デ

パ

ー

ト

等

関

係

者

あ

て

に

こ

の

旨

通

知

し

た

も

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

過去五か年にお る公開許可件数

年

展 覧 会
度

常設施設 臨時施設 計

国

昭 44

45 

46 

47 

48 

合 計

5ヶ年平均

59(23) 

79(22) 

72(35) 

57(27) 

39(17) 

306(124) 

61(24) 

36(2) 

32(4) 

28(8) 

55(11) 

41(9) 

192(34) 

38(7) 

95(25) 

lll(26) 

100(43) 

112(38) 

80(26) 

49?(158) 

99(31) 

常

143(13) 

129(13) 

96(26) 

181(11) 

92(7) 

641(70) 

128(14) 

几
又―-=" 

出

ヶ

玉

臨時

73(0) 

39(O) 

24(8) 

89(4) 

67(2) 

292(14) 

58(3) 

件

重要文化財

臨時

387(16) 

194(6) 

174(40) 

457(26) 

330(15) 

1, 542(103) 

308(20) 

品

常』設

731(120) 

520(163) 

630(304) 

978(123) 

581(124) 

3,440(834) 

688(166). 

数

合

常認

874(133) 

649(176) 

726(330) 

1,159(134) 

673(131) 

4, 081(904) 

816(180) 

=,n.、

計

臨 時

460(16) 

233(6) 

198(48) 

546(30) 

397(17) 

1, 834(117) 

366(23) 

（注） 1。

2. 

（ ）内は都道府県教育委員会への権限委任による公開許可件数を示す。（

昭和48年度は昭48.4. lから昭49.1. 10現在とする c

）は外数。
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